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こ
ん
に
ち
は
！

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
！

問 

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
伊
奈
庁
舎
１
階
）　
☎
０
２
９
７
‐
57
‐
０
２
０
３

　
今
回
は
「
成
年
後
見
制
度
」
に
つ
い

て
お
伝
え
し
ま
す
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
住

み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
安
心
し

て
生
活
を
続
け
て
い
く
た
め
、
高
齢
者

の
権
利
を
守
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
認
知
症
や
障
が

い
に
よ
り
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
の

日
常
生
活
を
、
法
律
的
に
保
護
す
る
仕

組
み
と
し
て
「
成
年
後
見
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。財
産
の
管
理
や
契
約
の
代
理・

取
り
消
し
、
介
護
・
医
療
へ
の
サ
ポ
ー

ト
な
ど
を
通
し
て
高
齢
者
の
財
産
や
権

利
を
守
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
を
大
き
く
分
け
る

と
、
法
定
後
見
制
度
と
任
意
後
見
制
度

の
2
つ
が
あ
り
ま
す
。

　
法
定
後
見
制
度
は
、
ご
本
人
の
判
断

能
力
に
応
じ
て
、
家
庭
裁
判
所
が
法
定

後
見
人
を
選
任
し
ま
す
。
申
し
立
て
が

で
き
る
の
は
、
本
人
や
配
偶
者
、
四
親

等
内
の
親
族
、
市
町
村
長
な
ど
で
す
。

　
一
方
、
任
意
後
見
制
度
は
将
来
に
備

え
て
、
後
見
人
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い

人
と
契
約
を
結
ん
で
お
く
制
度
で
す
。

任
意
後
見
人
と
な
る
方
、
権
限
範
囲

を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
が
法
定
後
見
と
の
違
い
に
な
り
ま

す
。
公
証
役
場
で
公
正
証
書
に
よ
っ
て

契
約
を
結
び
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た

時
に
家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
、
任
意
後

見
監
督
人
が
選
任
さ
れ
後
見
事
務
が
開

始
と
な
り
ま
す
。

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
な
が

ら
の
説
明
も
で
き
ま
す
。
成
年
後
見
制

度
に
つ
い
て
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

心
身
に
障
が
い
が
あ
る
方
へ

問 

土
浦
県
税
事
務
所　
収
税
第
一
課
（
☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
０
５
）

自
動
車
税
減
免
申
請
の

出
張
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
茨
城
県
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
、
戦
傷

病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の
た
め

に
使
用
す
る
自
動
車
で
、
障
が
い
者
の
方
ご

本
人
も
し
く
は
障
が
い
者
の
方
と
生
計
を
共

に
す
る
方
が
所
有
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、

障
害
等
級
が
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

申
請
に
よ
り
自
動
車
税
種
別
割
（
旧
自
動
車

取
得
税
）お
よ
び
自
動
車
税
環
境
性
能
割（
旧

自
動
車
税
）
を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。

　
減
免
申
請
は
、
管
轄
の
県
税
事
務
所
に
お

い
て
年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け
て
い
ま
す

が
、
次
の
日
程
で
市
役
所
伊
奈
庁
舎
１
階
に

減
免
申
請
の
受
付
窓
口
を
設
置
す
る
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
出
張
窓
口
は
、
臨
時
的
な
も
の
で

あ
り
、
通
常
よ
り
お
待
た
せ
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
必
要
な
書
類
に
つ

い
て
は
、
可
能
な
限
り
事
前
に
、
県
税
事
務

所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
日
時
＝
2
月
9
日
㈬
、
3
月
10
日
㈭

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１

　
時
を
除
く
）

※
予
約
不
要

▼
受
付
場
所
＝
市
役
所
伊
奈
庁
舎
１
階
小
会

　
議
室
（
6
番
窓
口
社
会
福
祉
課
向
か
い
）

▼
必
要
書
類
＝
障
害
者
手
帳
（
原
本
）、
納

　
税
義
務
者
の
印
鑑
（
認
印
可
）、
運
転
者

　
の
運
転
免
許
証
（
コ
ピ
ー
で
も
可
。
そ
の

　

場
合
は
免
許
証
両
面
）、
自
動
車
の
車
検

　
証
ま
た
は
納
税
通
知
書
、
生
計
を
一
に
す

　
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
住
民
票
な
ど
）

※
減
免
の
要
件
に
よ
り
手
続
き
に
必
要
な
書

類
が
異
な
り
ま
す
。

※
申
請
で
使
用
す
る
書
類
（
戸
籍
謄
本
・
住

民
票
謄
本
な
ど
）
を
取
得
す
る
際
の
手
数
料

は
、
免
除
さ
れ
ま
す
。
社
会
福
祉
課
で
証
明

書
を
発
行
す
る
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
新
車
、
中
古
車
新
規
登
録
に
係
る
減
免

や
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
減
免
に
つ
い

て
は
、
登
録
日
か
ら
30
日
以
内
に
管
轄
の

土
浦
県
税
事
務
所
自
動
車
税
分
室
で
お
願

い
し
ま
す
。

※
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
市
役

所
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
状

況
に
よ
っ
て
は
、
開
設
を
見
送
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
開
設
日
近
く
に
な
っ
た
ら
、
お
問

い
合
わ
せ
先
や
茨
城
県
総
務
部
税
務
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
開
設
の
有
無
を
確
認
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

手続き・申請
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